御代田町景観計画策定委員公募要項

　（目的）
１　御代田町景観計画策定委員会設置要綱（令和６年告示第68号）に基づき、景観行政団体移行に向けて、地域の景観の特性を把握するとともに当町における景観づくりの課題や方向性を整理して、御代田町景観計画を策定します。
策定に関し、広く町民の意見を反映させるために御代田町景観計画策定委員を次のとおり公募します。

　（御代田町景観計画策定委員の役割）
２　御代田町景観計画に関する事項について検討し、その結果を景観計画の案として取りまとめ、町長に報告します。

（応募の資格）
３　公募により選任する委員は、応募日現在、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とします。
（１）町内在住・在勤で、景観に関心のある18歳以上（令和６年４月１日現在）の方
　（２）ほかの審議会などの公募委員になっていない者

（応募方法及び選考方法等）
４　御代田町景観計画策定員の選考に応募される方は、御代田町景観計画策定委員公募要項をご理解のうえ、応募してください。
　（１）公募人数　１名
　（２）任　　期　令和７年２月１日から令和９年１月31日
　（３）応募方法　（４）提出物を御代田町建設水道課都市計画係へ提出もしくは持参により提出
　（４）提 出 物　御代田町景観計画策定委員公募申込書（町ホームページからダウンロード又は御代田町役場２階建設水道課都市計画係にて配布）
　（５）応募期間　令和６年12月25日（水）から令和７年１月17日（金）
　（６）選考方法　（４）提出物にて提出していただいた書類にて選考を行います。
　（７）選考結果　令和７年１月下旬ごろ郵送により通知します。
　（８）報　　酬　委員会開催時には、特別別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和38年条例第17号）に基づき委員報酬を支給します。
　（９）問い合わせ　御代田町建設水道課都市計画係
　　　　　　　　　電話0267－32－3129
　　　　　　　　　担当　内堀
